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(57)【要約】
【課題】ニコチンやタールなどの喫味成分を保持しつつ、ホルムアルデヒドを選択的に効
率よく除去し、かつたばこの喫味を辛くすることがない有用なたばこフィルタを提供する
。
【解決手段】たばこフィルタを、平均細孔径５nm以上３５０ｎｍ以下のベースシリカゲル
にアミノアシルシリル基を全窒素含有量が０．２０重量％以上でかつ１．００重量％以下
の量を導入したアミノ変性シリカゲル構成されているたばこフィルタ用素材で構成する。
前記たばこフィルタ用素材はアミノアシルシリカゲルの導入量が少ないにも関わらず、ホ
ルムアルデヒドを効率よく選択除去できる。そして、両端部をフィルタロッドで構成し中
間部にこれらのたばこフィルタ用素材を配したたばこフィルタでは例えば、ニコチンおよ
びタールをそれぞれ保持率７５％以上に保持しつつ、ホルムアルデヒド保持率を４０％以
下にすることができ、通気抵抗値を上げることがない。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均細孔径が２０nmから３５０nmであるシリカゲルにアミノアシルシリル基を導入したア
ミノ変性シリカゲルからなるたばこフィルタ素材。
【請求項２】
平均細孔径が２０nmから１３０nmである請求項１に記載のたばこフィルタ素材。
【請求項３】
全窒素含有量が０．２０重量％以上でかつ１．００重量％以下の請求項１乃至２に記載の
たばこフィルタ素材。
【請求項４】
全窒素含有量が０．３重量％以上かつ０．９０重量％以下である請求項３に記載のたばこ
フィルタ素材。
【請求項５】
全窒素含有量が０．５０重量％以上かつ０．９０重量％以下である請求項１から４何れか
に記載のたばこフィルタ素材。
【請求項６】
請求項１から５何れかに記載のたばこフィルタ素材を用いたたばこ。
【請求項７】
少なくとも３個の部分から構成されているたばこフィルタであって、中間部に請求項１か
ら５の何れかに記載のたばこフィルタ素材が配置されているたばこフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
    本発明は、ニコチンやタールなどの喫味成分を保持しつつ、アルデヒド類（特に、ホ
ルムアルデヒド）を選択的に効率よく除去するのに有用なたばこフィルタ用素材、このた
ばこフィルタ用素材で構成されたたばこフィルタおよびこのたばこフィルタを備えたたば
こに関する。
【背景技術】
【０００２】
  たばこ煙中の成分をろ過するための吸着体として種々の構成成分が提案されている。こ
のような構成成分としては、酸性成分の吸着、ホルムアルデヒドの吸着などを目的として
アミン成分などの塩基性成分を添加するものが多く報告されている。
【０００３】
  例えば、特開昭５９－８８０７８号公報（特許文献１）、特開昭５９－１５１９８８２
号公報（特許文献２）、および特開昭６０－５４６６９号公報（特許文献３）には、活性
炭素にポリエチレンイミンや蒸気圧が低い脂肪族アミンを添着させたタバコ煙フィルタ用
吸着剤を、特表２００２－５２８１０５号公報（特許文献４）および特表２００２－５２
８１０６号公報（特許文献５）には、３－アミノプロピルシリルおよび関連原子団を共有
結合したたばこフィルタを、特表２００３－５０５６１８号公報（特許文献６）にはアン
モニウム塩を含む充填材を、特開昭５７－７１３８８号公報（特許文献７）には、タバコ
の風味を向上させるためアミノ酸を添加することをそれぞれ開示している。
【０００４】
  しかし、上記のような塩基性成分の多く、特に合成高分子アミンは、分解や低分子量成
分の残存により特有のアミン臭を呈することが多い。また、塩基性成分自体又はその中に
含まれる揮発性物質は、揮発して人体に対して毒性を示すことが多い。なお、塩基性成分
は、添着する際の液性を酸性側にすることにより、その揮発を抑制できるが、何らかの理
由、例えば、他の塩基性物質との接触や加水分解などにより、遊離する虞がある。また、
アミノ酸などは、多くの場合に結晶化し、揮発性も低いが、このような結晶状態では、吸
着に対する活性が低く、十分な効果を期待できない。このように、通常の塩基性成分を用
いた吸着体では、酸性物質やアルデヒドなどの除去にある程度有効であると考えられるも
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のの、安全性やその効果に問題があり、たばこフィルタ用吸着剤として実用的でなかった
。
【０００５】
　また、特表２００２－５２８１０５号公報（特許文献８）及び特表２００２－５２８１
０６号公報（特許文献９）にはアミノエチルアミノプロピルシリカゲルが開示されている
。すなわち、シリカゲルに３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［２－アミノエチル］－
３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［３－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリル
基又はＮ－［Ｎ－（２－アミノエチル）－２－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリ
ル基の如きアミノプロピルシリル基を不揮発性無機支持体に共有結合された少なくとも一
つの反応性官能基から本質的になる反応体を含むフィルタである。
【０００６】
　そして不揮発性無機支持体反応体がフィルタ要素上の被覆又はフィルタ要素を形成する
繊維材料のストランド上の被覆又はシリカゲルの如き粒子又は造形物品であるものが開示
されている。そしてアルデヒドの如き気体成分を選択的に除去することができるフィルタ
であることが記載されている。そしてシリカゲルはシリカゲルビーズ又は粒子としては、
１０～１００nm、好ましくは４０～５０nmの平均粒径を有してもよいことが記載されてい
る。更にはフィルタ繊維又は他の機械的支持体に使用されるとき、より大きなシリカゲル
粒子を使用してもよいことが記載されており、かかる粒子は好ましくは１４～６０メッシ
ュサイズ、より好ましくは３５～６０メッシュサイズを有することが記載されている。　
さらに、シリカゲル粒子は好ましくは約４０～約２５０Å、より好ましくは約１５０Åの
平均孔径を有することが記載されている。そして実施例においては３５×６０メッシュ、
１５０オングストローム孔径のシリカゲルにエタノール溶媒中で３－アミノプロピルトリ
エトキシシランを加熱して反応させたことが記載されている。
このようなアミノ変性シリカゲルの全窒素含有量は約１～３重量％、より好ましくは１．
５～２．１重量％であることが記載されている。
【０００７】
　このアミノエチルアミノプロピルシリカゲルの効果として、全ての煙が収集及び分析さ
れた後の全煙流から除去されるアルデヒドの量（％）が６０～７０％程度除去されること
が記載されている。
この文献ではアミノ変性シルカゲルをもちいることにより、アルデヒド類を減少させる効
果は記載されている。そして、そのアミノ変性シリカゲルの細孔径（平均細孔径と思われ
る）については６０～１５０オングストローム、すなわち０．６～１５ｎｍと小さい孔径
のものが好ましい範囲として記載されている。[段落番号0079]
　しかしながら、一方でたばこ煙成分中にはタールやニコチンのように喫煙者の喫煙によ
る満足感を向上させる有用な成分が含まれているが、これらの残存率については何ら記載
がない。
【０００８】
　従来、ニコチンやタールがタバコ煙中の主な有害成分と考えられ、ニコチンやタールの
デリバリー（たばこ主流煙中の保持率）に関心がもたれ、多くの国でニコチンとタールの
表示義務が課せられている。しかし、ニコチンそのものは、タバコの嗜好成分であり、喫
煙の満足感に直接関与すると考えられる。また、タールについても、タバコ煙成分中のタ
ール成分を相対的に高いレベルで除去することは、香喫味を損なうために好ましいことで
はない。すなわち、タールやニコチンを含めた揮発性の低い煙成分を無差別に除去すると
、味が軽くなるとともに満足感が得られなくなる。
【０００９】
  一方、アルデヒド類、特にホルムアルデヒドは、刺激的な臭いを有するだけでなく、最
近アレルギーの原因物質のひとつとして注目されているように、健康上好ましくない物質
であり、極力除去することが好ましい。
【００１０】
  従って、タバコ煙成分中のタールやニコチンの量を相対的に高いレベルに保ったまま、
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煙成分中のアルデヒド成分（特にホルムアルデヒド）のみを選択的に除去することが求め
られている。また、たばこの喫味では、たばこ煙中の水分が少なくなると、喫味が辛味を
感じるようになる。このためたばこフィルタ用素材としては、水分の吸着が少ないことが
必要であるが、変性アミノシリカゲルでは通常は水分の吸着力が高く、たばこの喫味を悪
化させる。
　したがって、ホルムアルデヒドの選択吸着性を維持しつつ、タールやニコチンの吸着量
が少ない変性アミノシリカゲルであり、水分（水蒸気）の吸着が少ないたばこ煙用フィル
タ材料を用いた、たばこ煙用フィルタが求められていた。
【特許文献１】特開昭５９－８８０７８号公報（特許請求の範囲）
【特許文献２】特開昭５９－１５１９８８２号公報（特許請求の範囲）
【特許文献３】特開昭６０－５４６６９号公報（特許請求の範囲）
【特許文献４】特表２００２－５２８１０５号公報（特許請求の範囲）
【特許文献５】特表２００２－５２８１０６号公報（特許請求の範囲）
【特許文献６】特表２００３－５０５６１８号公報（特許請求の範囲）
【特許文献７】特開昭５７－７１３８８号公報（特許請求の範囲）
【特許文献８】特表２００２－５２８１０５号公報（特許請求の範囲、段落番号［0048］
、段落番号[0050]、段落番号[0079]、実施例）
【特許文献９】特表２００２－５２８１０６号公報（特許請求の範囲）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
   解決する課題は、アルデヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を選択的に除去し、かつ
たばこ煙中の水分の吸着が少ないアミノ変性シリカゲルからなるたばこフィルタ用素材を
提供することにある。    本発明の他の目的は、たばこフィルタの構成成分として好適に
利用でき、タールやニコチンなどの喫味（又は香喫味）成分を高濃度で維持しつつ、アル
デヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を効率よく除去できるアミノ変性シリカゲルからな
るたばこフィルタ用素材を用いたたばこを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
  本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、特定の平均細孔径を有する
シリカゲルをアミノアシルシリル基含有化合物と反応させてなるアミノ変性シリカゲルか
らなるたばこフィルタ用素材でたばこフィルタなどを構成すると、前記の特定の平均細孔
径に起因すると思われる物理的な吸着性能とアミノ基に起因すると重われる化学的な吸着
性能が相乗効果を発揮するためか、タールやニコチンなどを高濃度で保持しつつ、アルデ
ヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を選択的に吸着でき、かつたばこ煙中の水分の吸着も
少なく喫味を悪化させることが少ないことを見出し、本発明を完成した。
【００１３】
  すなわち、本発明のたばこフィルタ用素材は、平均細孔径が５nmから３５０ｎｍ以上で
あるシリカゲルをアミノアシルシリル基含有化合物と反応させてなるアミノ変性シリカゲ
ルで構成されている。
【００１４】
  本発明においてアミノアシルシリル基含有化合物と反応させるシリカゲル（以下ベース
シルカゲルと称す）の粒度は、その９０重量％以上が１０メッシュパスでありかつ７０メ
ッシュオン（好ましくは10メッシュパス50メッシュオン、特に好ましくは10メッシュパス
32メッシュオン）であってもよい。
すなわち、特に好ましくは全体の９０重量％以上の粒子粒度が０．５ｍｍから１．５ｍｍ
の範囲内にあるものであっても良い。
【００１５】
　また、前記ベースシリカゲルの平均細孔径は２０ｎｍ以上で３５０ｎｍ以下であっても
よい。このようなベースシリカゲルを用いた場合はよりアルデヒド類を効率良く除去でき



(5) JP 2008-154544 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

る。そして、特には２０ｎｍ以上で１３０ｎｍ以下であれば、アルデヒド類の吸着性能が
高いため、より好ましい。
【００１６】
  このような平均細孔径が適度に大きいベースシリカゲルは、アルデヒド類の選択除去性
を向上できる。また、たばこ煙中の水分を吸収することが少ないのでたばこの喫味を維持
できる。
　本発明に用いるベースシリカゲルはまた、温度２２℃および６０％ＲＨにおいて、前記
ベースシリカゲルの平衡水分率は０．１０～１０．００％程度（例えば０．１０～９．５
０％）であってもよい。特に好ましくは、前記ベースシリカゲルの平衡水分率は０．１０
～５．００％程度（例えば０．１５～４．７０％）であってもよい。
【００１７】
　本発明におけるアミノ変性シリカゲルは前記ベースシリカゲルとアミノアシルシリル基
を含有した化合物を反応させて得ることができる。代表的なアミノアシルシリル基として
は、３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［２－アミノエチル］－３－アミノプロピルシ
リル基又はＮ－［３－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［Ｎ－（２
－アミノエチル）－２－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリル基の如きアミノプロ
ピルシリル基であってもよい。
【００１８】
　アミノアシルシリル基の導入量としては全窒素含有量で０．３０重量％以上かつ０．９
０重量％以下であってもよい。本発明においてはアミノアシルシリル基の導入量が少なく
ても、ベースシリカゲルとの相乗効果で良好なアルデヒド類の低減効果とタールやニコチ
ンの保持（残留）効果を両立できる。最も好ましいアミノアシルシリル基の導入量は全窒
素含有量が０．５０重量％以上でかつ０．９０重量％以下である。このように少ない導入
量とすることで水分の吸湿を抑制できるし、アルデヒド類の除去性能を向上できる。
【００１９】
  本発明で用いる代表的な前記アミノ変性シリカゲルからなるたばこフィルタ用素材には
、ベースシリカゲルの平均細孔径が２０ｎｍ以上で１３０ｎｍである。そしてそのシリカ
ゲルに導入したアミノアシルシリル基の導入量としては全窒素含有量が０．２０重量％　
以上でかつ１．００重量％、好ましくは０．３０重量％以上かつ０．９０重量％、より好
ましくは０．５０重量％以上でかつ０．９０重量％以下である。このアミノ変性シリカゲ
ルの平均粒度はベースシリカゲルとほとんど変わらないので、全体の９０重量％以上の粒
度が０．５ｍｍ以上であり１．５ｍｍ以下である。
【００２０】
  本発明のたばこフィルタの場合、少なくとも３個の部分から構成されているたばこフィ
ルタであって、中間部に前記記載のたばこフィルタ素材が配置されているたばこフィルタ
であってもよい。  また本発明のたばこフィルタにおいては、両端部がセルロースエステ
ル繊維を含むトウ構造のフィルタロッドから構成されているたばこフィルタであってもよ
い。本発明には、さらに、前記たばこフィルタ用素材でたばこフィルタを構成することに
より、たばこ煙中のアルデヒド類（特に、ホルムアルデヒド）［詳細には、前記たばこフ
ィルタを通過（又は流通）するたばこ煙中のアルデヒド類］を低減することができる。こ
のような方法では、ニコチン、タールなどの喫味成分を高いレベルで保持でき、例えば、
ニコチンおよびタールをそれぞれ保持率７５％以上に保持しつつ、ホルムアルデヒド保持
率を５０％以下にすることができる。また、本発明には、前記たばこフィルタを備えたた
ばこも含まれる。
【発明の効果】
【００２１】
  本発明のたばこフィルタ用素材は、特定の平均細孔径を有するベースシリカゲル、（特
に平均孔径２０ｎｍ以上であり１３０ｎｍ以下のシリカゲル）と低い導入量のアミノアシ
ルシリル基を組み合わせているのでアルデヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を選択的に
除去するのに有用である。  特に、本発明のたばこフィルタ用素材は、タールやニコチン
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などの喫味（又は香喫味）成分を高濃度で維持しつつ、たばこ煙中の水分をあまり除去し
ない、そしてアルデヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を効率よく除去できる。そのため
、本発明のたばこフィルタでは、喫味を損なうことなく、アルデヒド類（特に、ホルムア
ルデヒド）を選択的に除去できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
    ［たばこフィルタ用素材］
  本発明のたばこフィルタ用素材は、特定の平均細孔径のベースシリカゲルにアミノアシ
ルシリル基を導入したアミノ変性シリカゲルで構成されている。
【００２３】
  （ベースシリカゲル）
　前記の通り本発明において用いられるベースシリカゲルは特定の細孔径を有するシリカ
ゲルである。シリカゲルは一般的に珪酸ナトリウム水溶性と鉱酸（塩酸や硫酸など）を混
合し、ゲル化させ水洗して形成する。珪酸ナトリウムは鉱酸との混合で珪酸モノマーとな
り脱水縮合して環状化合物を形成する。
　シリカゲルは前記の通りシラノール基を有しており、特に表面にシラノール基を有して
いる。この表面のシラノール基が水分子と結合するため、通常シルカゲルは吸湿剤として
使用されているようにその平行水分は高く概ね２０重量％以上である。
【００２４】
　本発明で限定した平均細孔径が５nmから３５０nmのシルカゲルの場合は平衡水分量は多
くても１０重量％程度、少ない場合には５重量％以下、特に少ない場合は１重量％以下と
することができる。吸湿剤として用いられるシリカゲルの場合には平均細孔径は２nmから
３nm程度であるが、本発明の平均細孔径の限定を行うことにより平衡水分量を小さくする
ことができ、シリカゲルの持つ吸湿性を抑制することができる。一般的に平均細孔径が大
きい場合には比表面積が小さくなり、ベースシリカゲルの表面に導入した官能基の数もそ
れに比例して少なくなり、結果として反応性が低下するものと思われていた。
　またアルデヒド類の吸着性能は主には導入したアミノアシルシリル基のアミノ基部分が
有する化学的な反応性に依存すると思われていた。このためアミノアシルシリル基の導入
量はかなり多い量が必要であると思われていた。
【００２５】
　このため前記特表２００２－５２８１０５号公報（特許文献８）においても、細孔径（
平均細孔径のことと思われる）は０．６から１５nmのシリカゲルが開示されていた。また
、アミノアシルシリル基の導入量としては、全窒素含有量は約１～３重量％、より好まし
くは１．５～２．１重量％であることが開示されていた。
　しかしながら、本発明の発明者が実験したところ、驚くべきことに平均細孔径が５nmか
ら３５０nmのシルカゲルを用い、更にアミノアシルシリル基の導入量が全窒素含有量で０
．２０重量％以上でかつ１．００重量％という低い数値とした場合に、アルデヒド類の除
去性能も低く、かつニコチン、タール、水分の保持率が高いたばこの喫味が良いフィルタ
素材が得られることが判明した。
【００２６】
　前記ベースシリカゲルの平均粒径は、例えば、５０～２５００μｍ、好ましくは１００
～２０００μｍ、さらに好ましくは２００～１８００μｍ（例えば、３００～１５００μ
ｍ）程度であってもよく、通常２５０～１４００μｍ程度であってもよい。上記のような
範囲であれば、適度な通気抵抗を損なうことなく、たばこフィルタなどに適用できる。  
  シリカゲルの粒度について言えば、シリカゲルの粒度が、90重量%以上が、10メッシュ
パス70メッシュオン、好ましくは10メッシュパス50メッシュオン、特に好ましくは10メッ
シュパス40メッシュオンのものを用いることができる。例えば、14メッシュパスでかつ32
メッシュオンであるものを用いることが出来き、すわなち、粒度として０．５０ｍｍ以上
であり１．２０ｍｍ以下であるシリカゲルを用いることができる。
【００２７】
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  前記ベースシリカゲルの平均細孔径（平均孔径）は、２０ｎｍ以上で３５０ｎｍ以下（
例えば２５ｎｍ以上で３２０ｎｍ以下、例えば３０ｎｍ以上３２０ｎｍ以下）であっても
よい。通常、ガスなどの吸着には、比較的小さい細孔径を有するシリカゲルが使用される
場合が多い。これに対して、本発明では、大きい細孔径を有するシリカゲルを好適に用い
ることができる。前記の通り、アルデヒド類の吸着性能が特に優れる平均細孔の範囲は２
０ｎｍ以上で１３０ｎｍ以下である。
【００２８】
    前記ベースシリカゲルの比表面積（平均比表面積）は、例えば、０．５ｍ２／ｇ以上
（例えば、１～１２００ｍ２／ｇ程度）、好ましくは１．５ｍ２／ｇ以上（例えば、２～
１０００ｍ２／ｇ程度）、さらに好ましくは５ｍ２／ｇ以上（例えば、６～８００ｍ２／
ｇ程度）であってもよく、通常３～５５０ｍ２／ｇ（例えば、４～３００ｍ２／ｇ、好ま
しくは５～２５０ｍ２／ｇ、さらに好ましくは６～２００ｍ２／ｇ程度）であってもよい
。  
【００２９】
  前記ベースシリカゲルの平均細孔容積は、例えば、０．１～２ｍＬ／ｇ、好ましくは０
．４～１．８ｍＬ／ｇ、さらに好ましくは０．５～１．５ｍＬ／ｇ、特に好ましくは０．
７～１．４ｍＬ／ｇ程度であってもよい。
【００３０】
  また、前記ベースシリカゲルの温度２２℃および６０％ＲＨにおける平衡水分率（又は
平衡吸水率、すなわち、温度２２℃および６０％ＲＨの条件下で、平衡状態における水分
含有率）は、例えば、０．０１～２０％、好ましくは０．１～１５％程度であってもよい
。特に、本発明では、温度２２℃および６０％ＲＨにおける平衡水分率が、例えば、０．
０１～３．５０％（例えば、０．１０～２．８０％）、好ましくは０．０５～２．０％（
例えば、０．１２～１．９０％）、さらに好ましくは０．１０～１．０％（例えば、０．
１５～０．９８％）のシリカゲルを好適に使用してもよい。
【００３１】
    なお、前記ベースシリカゲルは、表面処理されていてもよい。また、ベースシリカゲ
ルの形状は、通常、粒子状（又は粉粒状）であり、このような粉粒状シリカゲルの形状（
表面形状）は、滑らかな形状（球状など）であってもよく、凹凸状（例えば、破砕状など
）であってもよい。所望する平均細孔径と粒度のシリカゲルが入手できない場合は、平均
細孔径が所望する大きな粒子のシリカゲルを破砕した上で篩で分級して所望の粒度のもの
を得ることができる。本発明のベースシリカゲルとしてはこのような破砕品が好ましく用
いることができる。
【００３２】
　（アミノ変性シリカゲル）
本発明のアミノ変性シリカゲルは第１アミン基を含有するものが好適である。通常の喫煙
条件下では、第１アミン基はタバコ煙中のアルデヒドと化学的に反応してそれに共有結合
する。アルデヒドはタバコ煙から選択的に除去される。さらに、反応性官能基及びアルデ
ヒドとの反応から生じるそれらの生成物は不揮発性のシリカゲルに共有結合されているの
で、主流タバコ煙からアルデヒド類を除去することができる。本発明のアミノ変性シリカ
ゲルはアミノアシルシリル基を導入されて作られる。導入するアミノアシルシリル基とし
ては、３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［２－アミノエチル］－３－アミノプロピル
シリル基又はＮ－［３－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリル基又はＮ－［Ｎ－（
２－アミノエチル）－２－アミノエチル］－３－アミノプロピルシリル基の如きアミノプ
ロピルシリル基であってもよい。
【００３３】
　アミノ変性シルカゲルの製造方法としては、例えば水及びエタノール溶媒においてシリ
カゲルとアミノプロピルトリエトキシシラン、好ましくは３－アミノプロピルトリエトキ
シシランを混合することによって作られることができる。トルエンの如き他の溶媒も使用
することができる。混合物は数時間加熱され、３－アミノプロピルトリエトキシシランを
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シリカゲル表面と反応させそれに化学的に結合する。反応混合物は次いでアミノ変性シリ
カゲルを含む反応生成物を得るために濾別される。反応生成物は溶媒で連続的に洗浄され
、乾燥される。
　このようなアミノ変性シリカゲルの製造工程は、３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ンの如き他のアミノプロピルトリアルコキシシランで実施されてもよい。
【００３４】
  アミノ変性シリカゲルは下記の特定の手順によって作られることもできる。選択された
ベースシリカゲルの懸濁液は水及びエタノールの溶液において迅速に撹拌される。その混
合物に３－アミノプロピルトリアルコキシシラン化合物、好ましくは３－アミノプロピル
トリエトキシシランを添加する。３－アミノプロピルトリアルコキシシランは加熱前、中
又は後に添加されることができる。３－アミノプロピルトリアルコキシシランは無水エタ
ノールで予め希釈されることが好ましい。生じた混合物は次いで好ましくは沸点まで加熱
される。最も好ましい例では、エタノールは蒸留され、水と置換される。固形物は濾過の
などで濾別され、任意の溶媒で、好ましくは水で洗浄される。ついで乾燥することで得ら
れる。
【００３５】
  （たばこフィルタ用素材）
以下本発明のたばこフィルタ用素材について説明をする。
なお、前記たばこフィルタ用素材（又はたばこフィルタ）は、さらに他の成分、例えば、
無機微粉末（カオリン、タルク、ケイソウ土、石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸
化チタン、アルミナなど）、熱安定化剤（アルカリ又はアルカリ土類金属の塩など）、着
色剤、白色度改善剤、油剤、歩留まり向上剤、サイズ剤、アナターゼ型酸化チタン、天然
高分子又はその誘導体（セルロース粉末など）などを含んでいてもよい。他の成分は、単
独で又は２種以上組み合わせて使用できる。  
【００３６】
  （たばこフィルタ）
  前記のように、本発明のたばこフィルタ用素材は、たばこフィルタを構成できる。すな
わち、本発明のたばこフィルタは、通常、たばこフィルタを構成する素材（たばこフィル
タ用素材）と、前記たばこフィルタ用素材とで構成できる。そして、このようなたばこフ
ィルタは、たばこフィルタ用素材（又はたばこフィルタ、単に、フィルタ用素材、素材な
どということがある）に前記たばこフィルタ用素材を含有させることにより製造できる。
【００３７】
  前記たばこフィルタ用素材を含有させる方法としては、たばこフィルタ用素材に、前記
たばこフィルタ用素材を添着させる方法であってもよい。
【００３８】
    代表的なたばこフィルタとしては、例えば、（i）たばこフィルタ用素材（又はたば
こフィルタ）と、このたばこフィルタ用素材に充填された前記たばこフィルタ用素材とで
構成されたたばこフィルタ、（ii）たばこフィルタ用素材（又はたばこフィルタ）に前記
たばこフィルタ用素材が分散されたたばこフィルタなどが挙げられる。好ましい形態には
、充填されたたばこフィルタ（i）が含まれる。  
【００３９】
    （トリプル構造のたばこフィルタ）
  本発明のたばこフィルタ用素材が充填されたたばこフィルタ（i）では、例えば、複数
に分割［２分割（デュアル（ｄｕａｌ）、３分割（トリプル（ｔｒｉｐｌｅ）など］され
た構造を有するたばこフィルタ用素材の少なくとも一つの分割部分（例えば、２分割され
たフィルタ用素材の一方の部分、３分割されたフィルタ用素材の中央部分など）を、前記
たばこフィルタ用素材（又は前記たばこフィルタ用素材が充填されたフィルタ用素材）で
構成（又は置換又は充填）することにより、たばこフィルタ用素材（又はたばこフィルタ
）に前記たばこフィルタ用素材を充填してもよい。
【００４０】
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  以下に本発明の少なくとも３個の部分から構成されているたばこフィルタについて説明
する。
【００４１】
  本発明のトリプル構造のたばこフィルタは少なくとも３個の部分から構成されているこ
とを特徴とする。すなわち、たばこフィルタが少なくとも両端部、中間部の３個の部材か
ら構成されており、中間部（すなわち中央の部分）に本発明のたばこフィルタ用素材が配
置されている構造を取る。
【００４２】
  本発明のたばこフィルタでは両端部にフィルタロッドで形成した部分を配置し、中央部
にはフィルタロッドではなく、本発明のたばこフィルタ用素材を配置する構造を取る。こ
の構造のたばこフィルタとした場合には通気抵抗を低くすることができ好ましい。
【００４３】
    なお、フィルタロットの素材は、例えば、天然又は合成繊維｛例えば、セルロースエ
ステル繊維（セルロースアセテート繊維など）、セルロース繊維［木材繊維（針葉樹、広
葉樹などの木材パルプ繊維など）、種子毛繊維（例えば、リンターなどの綿花）、ジン皮
繊維、葉繊維（例えば、マニラ麻、ニュージーランド麻など）など］、再生セルロース繊
維（ビスコースレーヨン、銅アンモニアレーヨン、硝酸人絹など）、ポリエステル繊維、
ポリウレタン繊維、ポリアミド繊維、ポリオレフィン繊維（ポリエチレン繊維、ポリプロ
ピレン繊維など）など｝などの繊維（又は繊維状物質）、などで構成できる。これらのた
ばこフィルタ用素材の構成成分は、単独で又は２種以上組み合わせてもよい。
【００４４】
  また、フィルタロットの構造はトウ構造とするのが好ましい、前記トウ構造は、繊維（
特にセルロースエステル繊維）の単繊維（フィラメント）を束ねる（集束する）ことによ
り形成された繊維束の形態であり、このようなトウ構造のフィルタ素材において、トウ（
繊維束）を構成するフィラメント数は、例えば、３０００～１００００００本（例えば、
３０００～１０００００本）、好ましくは５０００～１０００００本程度であってもよい
。
【００４５】
   本発明のたばこフィルタにおいて、アミノ変性シリカゲルの割合は、たばこフィルタ
全体に対して、例えば、０．１～９０重量％、好ましくは０．５～７０重量％、さらに好
ましくは１～５０重量％程度であってもよい。 
【００４６】
  前記たばこフィルタは、たばこフィルタ用素材又はたばこフィルタの構造に応じて慣用
の方法により成形できる。例えば、前記充填されたたばこフィルタでは、予め前記たばこ
フィルタ用素材により成形されたフィルタープラグの空間に前記フィルタ素材を充填する
方法などにより製造してもよい。  
【００４７】
  本発明のたばこフィルタは、前記たばこフィルタ用素材で構成されているため、ニコチ
ンやタールなどの喫味成分を高いレベルで保持しつつ、ホルムアルデヒドなどのアルデヒ
ド類を効率よく除去できる。更にはたばこ煙中の水分の除去による喫味が辛くなることを
避けることができる。そのため、本発明には、前記たばこフィルタ用素材でたばこフィル
タ（又はたばこ）を構成することにより、前記たばこフィルタ（又はたばこ）を通過する
たばこ煙中のアルデヒド類（特に、ホルムアルデヒド）を低減し［詳細には、前記たばこ
フィルタを通過するたばこ煙中のニコチンおよびタールを保持しつつ、アルデヒド類（特
に、ホルムアルデヒド）を低減する方法］ことができる。
【００４８】
  なお、本発明で保持率（ホルムアルデヒド保持率、ニコチン保持率、タール保持率）と
は、前記たばこフィルタを通過するたばこ煙中のホルムアルデヒド量（又はニコチン量又
はタール量）を基準として測定できる。すなわち、前記「保持率」とは、前記たばこフィ
ルタ用素材を含まないたばこフィルタ用素材で構成されたたばこフィルタを所定の条件（
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流量、時間、回数など）において通過するたばこ煙中のホルムアルデヒド量（又はニコチ
ン量又はタール量）をＸとし、同一の条件（流量、時間、回数など）において、前記たば
こフィルタ用素材で構成されたたばこフィルタを通過するたばこ煙中のホルムアルデヒド
量（又はニコチン量又はタール量）をＹとするとき、下記式で表される。
【００４９】
　すなわちホルムアルデヒド量に関しては保持率が低いほど、たばこの煙（主流煙）中の
ホルムアルデヒドが除去されていることを示し、好ましい。一方、ニコチン量及びタール
量に関しては保持率が高いほどニコチンやタールを主流煙から除去することがなく、喫味
を損なわず好ましい。また水分量に関しては、保持率が高いほど、たばこ煙中の水分を除
去することなく、辛味が感じられず好ましい。

          保持率（％）＝（Ｙ／Ｘ）×１００

    また、本発明では、たばこフィルタの通気抵抗を著しく増大させることなく、たばこ
フィルタ内に前記たばこフィルタ用素材を組み込むことができる。そのため、本発明のた
ばこフィルタは、たばこ煙用に適した通気性を有しており、たばこフィルタを取り付けた
たばこの通気抵抗は、長さ２５ｍｍ、円周２４．５±０．２ｍｍのたばこフィルタを、同
様の円周の６０ｍｍのたばこに取り付け、流量１７．５ｍｌ／秒で空気を通過させたとき
の圧力損失で測定したとき、１５０～６００ｍｍＷＧ（ウォーターゲージ）の範囲から選
択でき、例えば、１５０～５００ｍｍＷＧ、好ましくは１６０～３００ｍｍＷＧ、さらに
好ましくは１６０～２５０ｍｍＷＧ程度であってもよい。  
【００５０】
  また、本発明のたばこは、前記たばこフィルタ（又はたばこフィルタ用素材）を備えて
いる。たばこフィルタの配設部位は特に制限されないが、巻紙により、棒状に成形された
たばこにおいては、口元の部位、又は口元と紙巻きタバコとの間に配設する場合が多い。
なお、たばこの断面外周は、前記フィルタの断面外周に対応している場合が多く、通常、
１５～３０ｍｍ、好ましくは１７～２７ｍｍ程度であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
  本発明のたばこフィルタ用素材は、フィルタ、特にたばこフィルタ（およびたばこ）を
構成するのに有用である。このような本発明のたばこフィルタ（およびたばこ）では、喫
煙時において、ニコチン、タールなどの喫味成分を保持しつつ、適度な通気抵抗も保持で
きるので、喫味（香喫味）、さらには喫煙の満足感を損なうことがなく、人体に有害なホ
ルムアルデヒドなどのアルデヒド類を選択的に除去できる。
【実施例】
【００５２】
  以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
よって限定されるものではない。なお、以下の実施例及び比較例において各特性（通気抵
抗、ニコチン量、タール量、ホルムアルデヒド量）は、市販のたばこ［ピース・ライト・
ボックス（登録商標第２１２２８３９号）（日本たばこ産業株式会社製）］を用いて、下
記の方法により測定した。  
【００５３】
  ［通気抵抗］  上記のたばこ［ピース・ライト・ボックス（登録商標）（日本たばこ産
業株式会社製）、フィルタ部分の長さ２５ｍｍ、円周約２５ｍｍ］を用いて作成したたば
こ煙用フィルタサンプルを取り付けたたばこの通気抵抗を測定した。    通気抵抗は、た
ばこ煙用フィルタサンプル内に、流量１７．５ｍｌ／秒で空気を通過させたときの圧力損
失（ｍｍＷＧ）として、自動通気抵抗測定器（フィルトローナ社製、ＦＴＳ３００）を用
いて測定した。  
【００５４】
  ［ニコチン量、タール量］
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  たばこ煙用フィルタサンプルを取り付けたたばこを用い、ピストンタイプの定容量型自
動喫煙器（ボルグワルド社製ＲＭ２０／ＣＳ）により、流量１７．５ｍｌ／秒で喫煙時間
２秒／回、喫煙頻度１回／分の条件での喫煙を、計１０本のたばこ煙用フィルタサンプル
について行った。フィルタを通過した煙中のニコチン及びタールはガラス繊維製フィルタ
（ケンブリッジフィルタ）で捕集し、ニコチン量はガスクロマトグラフ（（株）日立製作
所製Ｇ－３０００）を用いて測定した。タール量は重量法により測定を行った。 
【００５５】
   対照品のケンブリッジフィルタに付着したニコチン量およびタール量をそれぞれＴｎ
、Ｔｔとし、比較例及び実施例でケンブリッジフィルタに付着したニコチン量およびター
ル量をそれぞれＣｎ、Ｃｔとして次式によりニコチン及びタールの保持率を算出した。  
【００５６】
  ニコチン保持率（％）＝１００×（Ｃｎ／Ｔｎ）
  タール保持率（％）＝１００×（Ｃｔ／Ｔｔ）。
【００５７】
    ［ホルムアルデヒド保持率］
  たばこ煙用フィルタサンプルを取り付けたたばこを用い、ピストンタイプの定容量型自
動喫煙器（ボルグワルド社製ＲＭ２０／ＣＳ）により、流量１７．５ｍｌ／秒で喫煙時間
２秒／回、喫煙頻度１回／分の条件で喫煙を行った。フィルタを通過した煙中のホルムア
ルデヒドは、ＤＮＰＨ（ジニトロフェニルヒドラジン）溶液で捕集し、ＤＮＰＨで誘導体
化した上で高速液体クロマトグラフを用いてＵＶ（紫外線）の吸光度を用い測定した。  
【００５８】
  対照品で捕集されたホルムアルデヒド量Ｔｆとし、下記の比較例及び実施例で捕集した
ホルムアルデヒド量をＣｆとして次式によりホルムアルデヒド保持率を算出した。  
【００５９】
  ホルムアルデヒド保持率（％）＝１００×（Ｃｆ／Ｔｆ）。
【００６０】
　　[水分量]
　 たばこ煙用フィルタサンプルを取り付けたたばこを用い、ピストンタイプの定容量型
自動喫煙器（ボルグワルド社製ＲＭ２０／ＣＳ）により、流量１７．５ｍｌ／秒で喫煙時
間２秒／回、喫煙頻度１回／分の条件での喫煙を、計１０本のたばこ煙用フィルタサンプ
ルについて行った。
フィルタを通過した煙中の水分はガラス繊維製フィルタ（ケンブリッジフィルタ）で捕集
し、メタノールで抽出し、カールフィシャー水分計（CA-06）で定量した。
【００６１】
（アミノ変性シリカゲルの調整）
　下記の実施例及び比較例で用いるアミノ変性シリカゲルは以下の方法で調整した。アミ
ノ変性シリカゲルのベースシリカゲルの性状について表１に記載した。
表１に記載の各ベースシリカゲルを用い、耐熱ガラス製の容器にエタノール水溶液と共に
入れ、攪拌ながら加熱した。アミノプロピルエトキシシランをエタノールで希釈し、シリ
カゲルと水とエタノールの混合攪拌物に添加した。
加熱と攪拌を継続しながら、水を添加して溶液量を保った。加熱と攪拌を終了後、混合物
を冷却した。得られた混合物を水とエタノールの混合溶液で希釈して、濾別した。濾別さ
れた固形物を吸引漏斗上で更に水とエタノールの混合溶液で洗浄した。洗浄終了後、固形
物は乾燥させられた。
　乾燥終了後、原子吸光分析を行い、炭素、水素、窒素の各元素量を測定した。結果を表
１に記載する。
【００６２】
    （比較例１及び２）
　平均細孔径が小さいベースシリカゲルを用い、アミノアシルシリル基を全窒素含有量が
２．０８重量％及び１．３９重量％のアミノ変性シリカゲルを調製した。
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  比較例１及び２では、ベースシリカゲルとして一般の吸湿剤用用途やガス吸収剤用途と
して使われているシリカゲルを用いた。
得られたアミノ変性シリカゲルを用い以下のようにしてたばこ煙用フィルタサンプルを作
成した。
【００６４】
　以下比較例でのアミノ変性シリカゲルを用いたたばこフィルタ（及びそれを用いたたば
こ）の作成方法を記す。
　市販の煙草［ピース・ライト・ボックス（登録商標第２１２２８３９号）（日本たばこ
産業株式会社製）］のセルロースジアセテート捲縮繊維トウのフィルタ本体（２５ｍｍ）
の末端から１４ｍｍの部分をカミソリで切断した。切断した長片すなわち、タバコ葉充填
片のフィルタ部に長さ２０ｍｍ、内径８ｍｍのガラス管を残フィルター長に相当する長さ
（１１ｍｍ）だけ挿入し、これらをシーリングテープにて結束した。  
【００６５】
  このガラス管によって生じた９ｍｍの空間に、アミノ変性シリカゲル粉末１００ｍｇを
充填した。次に、先に切断した短片すなわち、１４ｍｍのフィルタ部（１１０ｍｇ）を用
いてガラス管に栓をした。そして、このガラス管とフィルタの接続部分にもシーリングテ
ープを巻いて密閉した。したがって、セルロースジアセテート捲縮繊維トウのフィルタの
長さとしては、２５ｍｍとなる。また、フィルタ間の延長された部分にはシリカゲル粉末
が充填されている状態とした。
【００６６】
    得られた各たばこ煙用フィルタサンプルについて、上記の通気抵抗、ニコチン、ター
ル量、ホルムアルデヒド量、水分量の測定を行った。そして、ニコチン、タール、ホルム
アルデヒド及び水分の保持率を前記式により算出した。
結果を表－２に記載する。 
【００６７】
    （実施例１～５）
　実施例１から５では、本発明で特定する範囲の平均細孔径が大きい様々な平均細孔径を
有するシリカゲルをベースシリカゲルとして用いた、このシリカゲルの性状を表１に示す
。
　前記のアミノ変性シリカゲルの調製の工程で製造されたアミノ変性シリカゲルについて
、比較例１と同様にして、フィルタ間に空隙を作りアミノ変性シリカゲルを充填した。ア
ミノ変性シリカゲルの充填量は煙草一本当たり１００ｍｇであった。
【００６８】
  得られた各たばこ煙用フィルタサンプルについて上記の通気抵抗、ニコチン、タール量
、ホルムアルデヒド量、水分量の測定を行った。そして、ニコチン、タール、ホルムアル
デヒド及び水分保持率を前記式により算出した。結果を表２に記載する。 
【００６９】
  また、たばこ煙用フィルタサンプルにおける各成分の物性とともに結果を表１から表２
に記載する。これらの表において「ＦＡ」とは「ホルムアルデヒド」、「Ｔａｒ」とは「
タール」、「Ｎｉｃｏ．」とは「ニコチン」、「水分」とは水分量、「ＰＤ」とは「通気
抵抗」をそれぞれ示す。％は全て重量％である。
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